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専用線オンライン構築時の出力制御の考え方：概要

 2024年3月11日の系統WGにおいて、ノンファーム型接続電源等、出力制御のオンライン化
が必須となっている電源が調整力契約を行う際の考え方について整理されました

 弊社エリアは、上記整理における「方法B」を採用しております

2024/3/11第50回系統WG 資料2
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余力活用契約の有無等による指令受信設備の実装方法（1/2）

2024/3/11 第50回系統WG 資料2

 専用線オンラインを構築する場合の指令受信設備の実装方法は以下の通りとしています

 エリア毎に対応が異なる区分では、東京エリアは方法Ｂを採用しております

東京エリアは方法Bを
採用しております

東京エリアは方法Bを
採用しております
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余力活用契約の有無等による指令受信設備の実装方法（2/2）

広域機関「系統の接続および利用ルールについて」 2024/7/1更新

 出力制御においては、下げ調整に関する余力活用契約(一次のみを除く)がないものは、
非調整電源として扱われるため、出力制御回線の構築が必須となります（方法Aに該当）
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参考：余力活用に関する契約

 2024年度以降、電源Ⅱ等の公募契約が廃止され、余力活用に関する契約が運用開始さ
れました

 余力活用に関する契約を締結いただいた事業者さまは、一般送配電事業者からの指令に
応じてゲートクローズ後の上げ余力・下げ余力を調整力として提供します

 なお、容量市場において、安定電源で調整機能を有する電源等が落札された場合は、当
該電源は余力活用に関する契約を締結することが容量市場の要件として求められています

余力活用ガイド（第2版）

https://www.tdgc.jp/asset/download/yoryoku/announcement_guide_v2.pdf
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まとめ

 原則として、ノンファーム型接続等、連系する上で出力制御のオンライン化が必須となっている
電源は、事業者さま側にて出力制御回線※および出力制御機能付PCS等の構築をしていた
だく必要があります

 ただし、弊社エリアにおいて専用線オンラインを構築する場合に、 「下げの余力活用契約(一
次のみを除く)を締結する電源」は、1スライド記載の「調整力指令の「出力値制御」信号の１
つにまとめて送受できるように実装する方法（方法B）」を採用することから、事業者さま側で
の出力制御回線および出力制御機能付PCS等の構築は不要となります

※連系電圧が66kV以上の場合は、弊社にて専用回線を構築し、必要により工事費負担金を貰い受けます

下げ余力活用契約
（1次のみを除く）

連系電圧 出力制御回線の構築
出力制御機能付PCS等

の構築

なし

66kV以上
必要

（弊社にて構築し、必要により工事費負担金を貰い受けます）
必要

66kV未満
必要

（事業者さまにてインターネット回線をご用意ください）

あり

66kV以上

不要 不要

66kV未満


